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入学や就職、転勤などで引っ越しが多い季節を迎えます。
引っ越すときは住民異動や健康保険の手続きを忘れずに済ませましょう。

　職場の健康保険に加入した際や、退職して職場の
健康保険を脱退した際は、市役所の窓口で国保の切
り替え手続きをしましょう。
　手続きをしないで誤った健康保険証を使用すると、
正しい負担割合で医療機関を受けられなかったり、
後で治療費を返還しなければならなくなったりしま
す。健康保険が変わったら、14 日以内に届け出しま
しょう。

●届出に必要なもの
　■　届出人の本人確認書類（運転免許証など）
　■　マイナンバーカードまたは通知カード
　■　印鑑
　■　場合に応じて次の書類

健康保険の切り替えの手続き

届出の種類 どんなとき？ いつ？

転入届
他の市町村から
引っ越してきた
とき

転入した日から
14日以内
（転出証明書が必要）

転出届 他の市町村へ
引っ越すとき

転出する 14日前から
転出後 14日以内

転居届 市内で住居が
変わったとき

転居した日から
14日以内

●届出人
　本人または同世帯の方
　※同世帯以外の方が届け出る場合は委任状が必要。
●届出に必要なもの
■　届出人の本人確認書類（運転免許証など）
■　田村市で発行した国民健康保険（国保）保険証
や各種の受給者証、　　印鑑登録証など

■　マイナンバーカード（暗証番号入力）または通
知カード

●受付時間
　月～金曜日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　※土・日曜日と祝祭日は取り扱いできません。

住民異動の手続き

コンビニで証明書を取得できます
　マイナンバーカード（暗証番号入力）を利用して、
コンビニエンスストアで住民票や印鑑証明を取得で
きます。市が窓口業務をしていない休日や夜間でも、
勤め先が市外の場合でも、最寄りのコンビニエンス
ストアで取得できるサービスです。
●利用できる時間
　午前 6 時 30 分～午後 11 時
　（システムメンテナンス日を除く）
●取得できる証明書・手数料

証明書
手数料

窓口 コンビニ

住民票の写し（現在のもの） 300 円 200 円
印鑑登録証明書（印鑑登録者のみ） 300 円 200 円
戸籍の附票（現在のもの） 300 円 200 円
所得・課税証明書（最新年度のもの） 300 円 200 円
戸籍謄・抄本（現在のもの） 450 円 450 円

マイナンバーカードの申請は、本庁・各行政局の市民課で随時受け付けています。
（顔写真の撮影もできます）

市民部 市民課からのお知らせ (82-1112

【国保に入る場合】
こんなとき 届出に必要なもの

職場の健康保険の
資格がなくなった 社会保険等喪失証明書

他の市町村から
転入した 転出証明書

生活保護を
受けなくなった 保護廃止通知書

出生した 母子健康手帳

【国保をやめる場合】
こんなとき 届出に必要なもの

職場の健康保険に
加入した

●職場の健康保険証
●国保保険証

他の市町村へ
転出する 国保保険証

生活保護を
受け始めた

●保護開始通知書
●国保保険証

死亡した ●葬祭執行が確認できる書類
●国保保険証

【その他】
こんなとき 届出に必要なもの

国保保険証の
記載内容が変わった 国保保険証

市外に住んでいる
学生の国保保険証が
必要になった

在学証明書か、学生証の写し

保険証を紛失した 身分を証明するもの
（運転免許証など）
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地
区
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当
の
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は
、
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な

　1 月 16 日、人権擁護委員の 5 名
への委嘱状伝達式が市役所で行わ
れ、福島地方法務局郡山支局長から
委嘱状が手渡されました。渡邉行雄
さん（滝根）、渡辺康江さん（都路）、

人権擁護委員に委嘱状

▲根本隆則さん

ど
の
相
談
の
対
応
、
高
齢
者
や
障
害
者
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
方
を
支
援
す
る
た
め
に
家
庭

訪
問
や
行
政
機
関
へ
の
連
絡
な
ど
を
行
い
ま
す
。
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。

　
今
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々
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次
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と
お
り
で
す
。（
敬
称
略
）

根本隆則さん（船引）の 3 名は新任で、石井裕実
子さん（大越）、吉田隆昌さん（都路）の 2 名は再
任です。任期は4年 12月 31日までの3年です。
　今回、任期満了で退任した吉井数一さん（滝根）、
大友政判さん（船引）の 2 名に感謝状が手渡され
ました。
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▲渡邉行雄さん ▲渡辺康江さん

▲吉田隆昌さん▲石井裕実子さん


